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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成26年9月4日(2014.9.4)

【公表番号】特表2013-535585(P2013-535585A)
【公表日】平成25年9月12日(2013.9.12)
【年通号数】公開・登録公報2013-049
【出願番号】特願2013-520855(P2013-520855)
【国際特許分類】
   Ｄ０２Ｇ   3/22     (2006.01)
   Ａ４７Ｇ  27/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０２Ｇ   3/22    　　　　
   Ａ４７Ｇ  27/02    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月14日(2014.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　染料に代わるものとして、押出中にポリエステルに顔料を含むことにより、この糸条は
、着色されることができる。この方法で着色された糸条は、「生産者で着色された（ｐｒ
ｏｄｕｃｅｒ　ｃｏｌｏｒｅｄ）糸条」として当業界では公知である。
　次に、本発明の好ましい態様を示す。
１．第一繊維成分と第二繊維成分を含んでなる混合ポリエステル糸条であって、前記第一
繊維成分は、ポリ（トリメチレンテレフタレート）フィラメントを含んでなり、前記第二
繊維成分は、第二ポリエステルのフィラメントを含んでなる混合ポリエステル糸条。
２．前記第二ポリエステルが、ポリ（トリメチレンテレフタレート）である前記１に記載
の混合ポリエステル糸条。
３．前記第一繊維成分が、前記第一繊維成分の総重量を基準として、少なくとも約８５重
量％のポリ（トリメチレンテレフタレート）フィラメントを含んでなる前記１に記載の混
合ポリエステル糸条。
４．前記糸条が、前記混合ポリエステル糸条の総重量を基準として、３０重量％～９０重
量％の前記第一繊維成分と、７０重量％～１０重量％の前記第二繊維成分を含んでなる前
記１に記載の混合ポリエステル糸条。
５．前記第一繊維成分が、少なくとも６ｄｐｆのデニールを有するフィラメントを含んで
なる前記１に記載の混合ポリエステル糸条。
６．前記第二繊維成分が、少なくとも６ｄｐｆのデニールを有するフィラメントを含んで
なる前記１に記載の混合ポリエステル糸条。
７．前記第一繊維成分が、ポリ（トリメチレンテレフタレート）を含んでなる２種以上の
繊維を含んでなる前記１に記載の混合ポリエステル糸条。
８．前記１に記載の混合ポリエステル糸条を含んでなるカーペット。
９．前記１に記載の混合ポリエステル糸条から作製されるカーペットであって、前記カー
ペットが、ループパイルおよびカットパイルの少なくとも１つを含んでなるカーペット。
１０．ループパイル糸条とカットパイル糸条とを含んでなる前記９のカーペットであって
、前記ループパイル糸条が、ポリ（エチレンテレフタレート）フィラメントを含んでなり
、前記カットパイル糸条が、ポリ（トリメチレンテレフタレート）フィラメントを含んで
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なるカーペット。
１１．第一糸条成分と第二糸条成分とを含んでなるカーペットであって、前記第一糸条成
分が、ＰＴＴ糸条を含んでなり、前記第二糸条成分が、ＰＥＴ糸条を含んでなるカーペッ
ト。
１２．ステープル糸条から作製されるカーペットであって、前記ステープル糸条が、ＰＴ
Ｔと第二ポリエステルを含んでなるカーペット。
１３．前記第二ポリエステルがＰＥＴである前記１１に記載のカーペット。
１４．前記１に記載の混合ポリエステル糸条から作製されるカーペットであって、ポリエ
ステル押出中に顔料着色によって着色されるカーペット。
１５．前記１に記載の混合ポリエステル糸条から作製されるカーペットであって、前記カ
ーペットが、分散染料によって着色されるカーペット。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一繊維成分と第二繊維成分を含んでなる混合ポリエステル糸条であって、前記第一繊
維成分は、ポリ（トリメチレンテレフタレート）フィラメントを含んでなり、前記第二繊
維成分は、第二ポリエステルのフィラメントを含んでなる混合ポリエステル糸条。
【請求項２】
　請求項１に記載の混合ポリエステル糸条を含んでなるカーペット。
【請求項３】
　第一糸条成分と第二糸条成分とを含んでなるカーペットであって、前記第一糸条成分が
、ＰＴＴ糸条を含んでなり、前記第二糸条成分が、ＰＥＴ糸条を含んでなるカーペット。
【請求項４】
　ステープル糸条から作製されるカーペットであって、前記ステープル糸条が、ＰＴＴと
第二ポリエステルを含んでなるカーペット。
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